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平成２９年労働組合基礎調査結果の概要 

平成３０年 １月 ５日発表 

平成２９年 ６月３０日現在 

大分県商工労働部 雇用労働政策課 労働相談・啓発班  

  

労働組合の組織の実態を明らかにするため、国では全ての労働組合を対象に基礎調査を行っています。この

調査結果を用いて県が独自に集計した本県の労働組合の概要についてお知らせします。                                                                                                                             

 

◎ 推定組織率の推移 

  県内の非単位組合及び非独立組合員（以下「非単位等」という。）を含む平成２９年の組合員数は、７７，

１７０人と前年（７７，１５５人）より１５人の増加となった。一方で、非単位等組合員を含む推定組織率

は１５．８％と前年（１６．０％）を０．２ポイント下回った。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※推定組織率＝組合員数（非単位等を含む）÷雇用労働者数 

・「非独立組合員」、「非単位組合」については、最終ページ「Ⅲ 用語の説明 ３、４」で説明 

◎ 組合数の状況 

平成２９年 平成２８年 増 減 理 由 

  ４９８   ５０３ △５（新設等４、解散等９） 

産業別上位３業種（構成比％）（非単位等を含まない） 

① 製造業 ７９(15.9)  ②  運輸業、郵便業 ７７(15.5)  ③  教育・学習支援業 ５８(11.6) 

◎ 組合員数の状況（非単位等を含む） 

平成２９年  平成２８年 増 減  

77,170 77,155  15 

産業別上位３業種（構成比％）（非単位等を含まない） 

① 製造業 18,482 (25.8)  ②  公務 11,705（16.4)  ③  教育・学習支援業 6,081 (8.5) 

◎  パートタイム労働者組織状況（非単位等を含む） 

   パートタイム組合員は、７，３２０人で前年（７，３８１人）から６１人減 

   非単位等を含む全組合員数（７７，１７０人）に占める割合は９．５％で、前年（９．６％）比０．１

ポイント減 

◎ 県内上部団体の状況 

 組合数（増減） 非単位等を含む組合員数（増減） 

連合大分  ２９６ （ △５）  ５２，７５２（ △４０６） 

県 労 連   ４４ （  ０）    ４，２１３（   △３４）  

 

  組合数（増減） 非単位等を含む組合員数（増減） 推定組織率 

  １７年 614 （△ 57） 82,056 ( △ 1,976) 18.6 

  １８年 586 （△ 28） 81,420 ( △  636) 17.9 

  １９年 560 （△ 26） 79,533 ( △ 1,887) 17.2 

  ２０年 553 （△  7） 79,057 ( △  476) 17.2 

  ２１年 536 （△ 17） 80,405 (    1,348) 18.2 

  ２２年 533 （△  3） 79,863 ( △  542) 18.1 

  ２３年 531 （△  2） 81,408 (    1,545) 17.8 

  ２４年 521 （△ 10） 81,342 ( △   66) 17.8 

 ２５年 521 （    0） 80,513 ( △  829) 17.5 

２６年 516 （△  5） 80,180 ( △  333) 17.3 

２７年 508 （△  8） 79,178 ( △ 1,002) 16.7 

 ２８年 503 （△  5） 77,155 ( △ 2,023) 16.0 

 ２９年 498 （△  5） 77,170 (     15) 15.8 
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Ⅰ 平成２９年労働組合基礎調査の結果 

１ 概況 

 平成２９年６月３０日現在で実施された、平成２９年労働組合基礎調査の大分県における調査結果は以下の

とおりである。 

（１）組合数は、４９８組合で前年に比べ５組合の減となった。 

（２）非単位等組合を含めた組合員数は、７７，１７０人で１５人増（前年比０．０２％増）となった。 

 推定組織率（雇用労働者数（４８９，２１３人）に占める労働組合員数の割合）は１５．８％と 

なり、前年を０．２ポイント下回った。 

なお、平成２９年の推定組織率に用いた雇用労働者数については、平成２６年経済センサス-基礎調査（平

成２６年７月）の雇用者数と総務省統計局の労働力調査「長期時系列表」の割合を基に算出している。 

（３）非単位等を含まない組合員数は、７１，５１８人で２３３人減（前年比０．３％減）となった。 

 

 

 

２ 組合数の状況 

 この１年間（平成２８年７月１日～平成２９年６月３０日）に４組合が新設等をした。一方で９組合が   

解散等をした結果、平成２９年調査の組合数は４９８組合となった。 

（１）振興局別状況（非単位等を含まない） 

   ① 組合数の増減をみると、６地域のうち、中部（１組合）で増加、東部（２組合）・西部（２組合）・北

部（２組合）で減少し、他の２地域（南部・豊肥）では増減がなかった。 

②  構成比をみると、中部が５７．０％（２８４組合）で最も高い。以下、東部１３．９％（６９組合）、

北部１０．６％（５３組合）、西部８．６％（４３組合）の順となっている。 
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（２）適用法規別状況（非単位等を含まない） 

   ① 組合数の増減をみると、労組法適用で５組合の減少となっている。 

② 構成比をみると、労組法適用が８０．７％（４０２組合）で最も高い。以下、地公法適用１２．２％ 

（６１組合）、国公法適用４．８％（２４組合）の順となっている。 

（３）産業別状況（非単位等を含まない） 

    ① 組合数の構成比をみると、製造業が１５．９％（７９組合）で最も高い。以下、運輸業、郵便業１５．

５％（７７組合）、教育・学習支援業１１．６％（５８組合）の順となっている。 

 

東部 中部 南部 豊肥 西部 北部

組合数 69 284 25 24 43 53

組合員数 10,006 44,441 2,815 1,944 2,884 9,428
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３ 組合員数の状況 

 この１年間に４組合の新設等により６９０人増加し、９組合の解散等で２５８人減少して、計４３２人の増

加となっている。しかし、既設組合の組合員の減少により、平成２９年調査の組合員数は、７７，１７０人と

なり、前年（７７，１５５人）に比べ１５人の増加（前年比０．０２％増）となった。（非単位等を含む） 

（１）振興局別状況（非単位等を含まない） 

   ① 組合員数の増減をみると、中部で１，０１０人、南部で３２人増加しているが、他は減少している。

（東部△８９６人、豊肥△５６人、西部△１４２人、北部△１８１人） 

②  構成比をみると、中部が６２．１％（４４，４４１人）で最も高い。以下、東部１４．０％（１０，

００６人）、北部１３．２％（９，４２８人）の順となっている。 

（２）適用法規別状況（非単位等を含まない） 

①  組合員数の増減をみると、労組法適用（２２人）、地公労法適用（２０８人）で増加しているが、国公

法適用（△２２人）、地公法適用（△４４１人）で減少している。 

②  構成比をみると、労組法適用が７３．９％（５２，８４２人）で最も高い。以下、地公法適用２２．

５％（１６，１２０人）、地公労法適用２．４％（１，７４９人）の順となっている。 

 

（３）産業別状況（非単位等を含まない） 

    ① 組合員数の増減をみると、製造業（対前年比２５０人増）及び運輸業、郵便業（１７３人増）等で組

合員が増加し、教育・学習支援業（△２００人）、卸売業、小売業（△１３３人）等で減少している。 

    ② 組合員数の構成比をみると、製造業が２５．８％（１８，４８２人）で最も高い。以下、公務１６．

４％（１１，７０５人）、教育・学習支援業８．５％（６，０８１人）の順となっている。 
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４ パートタイム労働者組織状況 

パートタイム労働者を組合員として有する組合は５２組合で、前年（５０組合）より２組合増加した。また、

パートタイム組合員数は７，３２０人で、前年（７，３８１人）に比べ６１人減少し、全組合員数（７７，１

７０人）に占めるパートタイム組合員の割合は９．５％となり、前年（９．６％）より０．１ポイント減少し

た。 

   組合員数を産業別にみると、宿泊業、飲食サービス業が２，８９９人で最も多く、次に卸売業、小売業が２，

８７１人で続き、この２業種で全体の７８．８％を占めている。 

  男女別では、女性が５，４４６人で、全体の７４．４％を占めている。（非単位等を含む） 

 

５ 県内上部団体の状況 

 連合大分の組合数は２９６組合で、前年（３０１組合）より５組合減少した。非単位等を含まない組合員数

は５０，００４人で、前年（５０，３６９人）に比べ３６５人減少し、県内の組合員数（７１，５１８人）に

占める割合は６９．９％となり、前年（７０．２％）より０．３ポイント減少した。 

  また、非単位等組合を含めた組合員数は５２，７５２人で、前年（５３，１５８人）に比べ４０６人減少し、

県内の全組合員数（７７，１７０人）に占める割合は６８．４％となっている。 

  県労連の組合数は４４組合で、前年（４４組合）と増減はなかった。非単位等組合を含まない組合員数は３，

６２１人で前年（３，６０８人）に比べ１３人増加し、県内の組合員数に占める割合は５．１％となり、前年

（５．０％）より０．１ポイント増加した。 

  また、非単位等組合を含めた組合員数は４，２１３人で、前年（４，２４７人）に比べ３４人減少し、県内

の全組合員数に占める割合は５．５％となっている。 

 

６ 県内の推定組織率 

 平成２９年６月３０日現在で把握できた非単位等組合員数５，６５２人を含む県内の組合員数は７７，１７

０人と前年（７７，１５５人）より１５人の増加となった。 

この組合員数を、平成２９年の雇用労働者数（平成２９年６月の推計雇用労働者数による。）４８９，２１３

人で除すと推定組織率は１５．８％となるが、雇用労働者数が前年（４８１，７１７人）より増加しているこ

とから、推定組織率は前年（１６．０％）より０．２ポイント減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

大分県商工労働部  

雇用労働政策課 労働相談・啓発班 

担当：村上（県庁内線 ３３５１） 

電話：０９７－５０６－３３５１ 
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Ⅱ 利用上の注意 

１ 「労働組合基礎調査」は、我が国におけるすべての労働組合を対象として、労働組合員数、加盟組織系統

等を調査するもので、厚生労働省所管のもとに、毎年６月３０日現在で実施しており、本結果表は、大分県

分について、県が独自に集計し公表するものである。 

   したがって、厚生労働省から公表される数値とは、若干相違することがある。 

２ 比率計算してある箇所は、四捨五入してあるので、内訳と合計が一致しないことがある。 

３ 平成２９年の推定組織率に用いた雇用労働者数は、平成２６年経済センサス-基礎調査（平成２６年７月）

の雇用者数と総務省統計局の労働力調査「長期時系列表１ a-1  雇用者－全国，月別結果」における平成２

６年６月と平成２９年６月の数値を基に推計を行った。 

４ 特段の表示がある場合を除き、組合数は「単位組織組合」と「単位扱組合」について集計し、また、組合

員数は「単位組織組合」、「単位扱組合」の組合員及び「非独立組合員」について集計している。 

５ 振興局の所管市町村は次のとおりである。 

   東部振興局 …別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町  

 中部振興局 …大分市、臼杵市、津久見市、由布市 

   南部振興局 …佐伯市 

   豊肥振興局 …竹田市、豊後大野市 

   西部振興局 …日田市、九重町、玖珠町 

   北部振興局 …中津市、豊後高田市、宇佐市 

 

Ⅲ 用語の説明 

１ 「単位組織組合」 

        規約上当該組織の構成員が労働者の個人加入の形式をとり、かつ、その内部に独自の活動を行いうる

下部組織を持たない組合をいう。 

     （例えば、中小企業の組合に多くみられるように１企業１事業所の労働者で組織されていて、支部、分会

など下部組織を全く持たない組合） 

２ 「単一組織組合」（「単位扱組合」、「連合扱組合」、「本部」） 

        規約上当該組織の構成員が労働者の個人加入の形式をとり、かつ、その内部に単位組織組合に準じた

機能を持つ組織を有する組合をいう。 

        そのうち、最下部の組織を「単位扱組合」、最上部の組織を「本部」その中間に当たる組織を「連合扱

組合」という。 

      （例えば、大企業の組合の本部、支部、分会等） 

３ 「非独立組合員」 

        単一組織組合の中で独自の活動を行う下部組織（分会等）に属さず、直接、連合扱組合や本部などの

上部組合に属している組合員をいう。 

４ 「非単位組合」 

        本調査において労働組合の定義（自ら規約を有し、独自の意志決定をなし、かつ、これを執行する機

関及び会計を有し、労働者の団体として独自の活動を行いえる体制が備わっているもの）に該当しない

が、これに準ずる労働組合の組織をいう。 

５ 略称は次のとおりである。 

      労 組 法：労働組合法  

    行 労 法：行政執行法人の労働関係に関する法律 

    （旧  特 労 法：特定独立行政法人等の労働関係に関する法律） 

        地公労法：地方公営企業等の労働関係に関する法律  

  国 公 法：国家公務員法 

        地 公 法：地方公務員法 

        連合大分：日本労働組合総連合会大分県連合会 

        県 労 連：大分県労働組合総連合 


